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介護保険給付制限にかかるお知らせ（情報提供） 

 

 平素は、介護保険行政にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 

標記の件につきまして、介護保険法第６６条、第６７条並びに第６９条の規定に

よる保険料滞納者にかかる支払方法変更、一時差し止め、給付額減額（以下「給付

制限」という。）を以下の流れで実施することになりますので、お知らせいたします。

実施となる場合は、介護保険被保険者証（以下「証」という。）の三ページ目、給付

制限の欄に記載することになりますので、各事業者におきましては、証をよくご確

認いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．介護保険料を１年以上滞納している場合、被保険者宛に支払方法変更（償還

払化）予告通知書が送付されます。支払いが滞っている理由等を弁明書に記載

していただき、疑義等がある場合「支払方法の変更」となります。この場合、

被保険者が介護サービス提供者に一旦費用の全額（１０割分）を支払い、後日

市に給付費用（９割分）の支給申請を行っていただくことになります。 

また、介護サービス提供事業者の皆様におきましては、該当の被保険者に対し

て「サービス提供証明書」を発行していただくことになります。（下記、２．３．

の場合も同様。）※様式が必要な場合は、ご連絡ください。 

 ２．弁明書の提出がなされず、１年６ヶ月以上滞納している場合は、「支払一時差

止通知書」が送付され、特定福祉用具購入や住宅改修時の償還払いの対象とな

る全額又は一部が差止となります。 

 ３．依然として滞納が２年以上続いた場合は、「給付額減額等決定通知書」が送付

され、サービス利用時の本人負担が３割となります。 

 

なお、対象者のいる事業所におきましては市より個別にご通知させていただきます。 

また、上記１．２．３．の給付制限適用時は、毎回最新の証の提出を求めることに

なりますので、よろしくお願いいたします。 
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